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議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
再
裁
定
請
求
及
び
年
金
時
効
特
例
法
に
基
づ
く
年
金
の
支
払
状
況
等
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
再
裁
定
請
求
及
び
年
金
時
効
特
例
法
に
基
づ
く
年
金
の
支
払
状
況
等
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
受
付
件
数
や
処
理
件
数
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特

例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
一
号
）
に
基
づ
く
年
金
給
付
の
支
払
の
た
め
の
手
続
及
び
国
民
年
金
又
は

厚
生
年
金
保
険
の
受
給
権
者
の
年
金
の
裁
定
を
変
更
す
る
処
理
（
以
下
「
裁
定
変
更
処
理
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
受
付
件

数
や
処
理
件
数
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
の
区
分
に
よ
り
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
裁
定
変
更
処
理
等
の
迅
速
化
の
た
め
、
事
務
処
理
体
制
の
強
化
に
努
め
て

ま
い
り
た
い
。


